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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  ２次元配列の超音波探触子を用いて高解像の
断層像を収集することが可能な技術を提供することであ
る。
【解決手段】  超音波を送受波する複数の振動子素子を
２次元配列してなる超音波探触子と、前記振動子素子か
らの受波信号に遅延時間を与える整相手段とを有する超
音波診断装置において、前記振動子素子と前記整相手段
との間に配置され、前記振動子素子と前記整相手段との
接続を切り替え前記複数の単位素子で形成される送受波
面形状を維持し超音波ビームを走査する切り替え手段
と、前記切り替え手段を制御し前記単位素子を複数束ね
た第１の配列で第１の超音波ビームを形成する手段と、
前記切り替え手段を制御し前記第１の配列と異なる送受
波面形状で前記単位素子を束ねる第２の配列で前記第１
の超音波ビーム方向に交差する方向の第２の超音波ビー
ムを形成する手段とを備えた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波を送受波する複数の振動子素子を
２次元配列してなる超音波探触子と、前記振動子素子か
らの受波信号に遅延時間を与える整相手段とを有し、前
記２次元配列される振動子素子を複数束ねた単位素子を
複数形成し、各単位素子毎に前記遅延時間を設定し超音
波ビームを形成する超音波診断装置において、
前記振動子素子と前記整相手段との間に配置され、前記
振動子素子と前記整相手段との接続を切り替え前記複数
の単位素子で形成される送受波面形状を維持し超音波ビ
ームを走査する切り替え手段と、前記切り替え手段を制
御し前記単位素子を複数束ねた第１の配列で第１の超音
波ビームを形成する手段と、前記切り替え手段を制御し
前記第１の配列と異なる送受波面形状で前記単位素子を
束ねる第２の配列で前記第１の超音波ビーム方向に交差
する方向の第２の超音波ビームを形成する手段とを備え
たことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波診断装置に
関し、特に、超音波を送受波する複数の振動子素子を面
状に２次元配列してなる２次元配列探触子を用いた３次
元走査に適用して有効な技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】超音波診断装置の性能向上及び超音波診
断技術の進展に伴い、様々な診断領域に超音波診断装置
が使用されることとなり、超音波を用いた診断に対して
も３次元的な画像表示が要望されていた。通常、３次元
的な画像表示を可能とするためには、被検体に対し所定
間隔毎に複数枚の断層像を収集し、この得られた複数枚
の断層像から抽出された撮像対象（観察対象）となる臓
器等の輪郭をつなぎ合わせる等の方法によって３次元画
像を再構成する必要があった。次に、この３次元像に基
づいて周知の陰影法等によって、画像を三次元的に見せ
るための処理を行い、得られた二次元像（以下、三次元
的二次元像あるいは三次元的超音波像と記す）を表示装
置に表示させる構成となっていた。
【０００３】しかしながら、３次元像の生成には断面の
正確な位置情報が必要となるので、１次元配列の探触子
を用いた従来の超音波診断装置では、３次元的な画像表
示を行うことが困難であった。この問題を解決する方法
として、近年、振動子素子を平面状に２次元配列した２
次元探触子を用いた超音波診断装置が提案されている。
【０００４】この２次元探触子を用いた超音波診断装置
としては、２次元配列探触子で１つのみの口径を有し、
超音波ビームを任意方向にセクタ走査する超音波診断装
置が知られている。この超音波診断装置では、例えば６
４個×６４個の振動子素子を２次元配列してなる探触子
の場合、振動子素子数は４０９６個となり、各々の振動
子素子を独自に遅延制御することによって、超音波走査
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する構成となっていた。
【０００５】一方、４０９６個の振動子素子からの信号
を各々制御するためには、振動子素子数と同数の４０９
６チャンネル（ｃｈ）の整相回路が必要となるので、装
置本体が非常に大きなものとなってしまい、実現が非常
に困難であった。このために、例えば、送波２５６個、
受波２５６個のように、４０９６個の振動子素子から１
度の超音波の送受波に使用する振動子素子を間引き選択
することによって、整相回路のチャンネル数を低減した
超音波診断装置が提案されている。しかしながら、超音
波の送受波に使用する振動子素子を単純に間引いた場
合、Ｓ／Ｎが低下してしまうので、できる限り多くの整
相チャンネル数としていた。
【０００６】また、１次元配列の探触子で多用されるリ
ニア走査やコンベックス走査を２次元配列の探触子の走
査に応用した超音波診断装置もあった。しかしながら、
この超音波診断装置では、セクタ走査の超音波診断装置
に比較してさらに多くの振動子素子が配列される２次元
配列探触子を使用することとなっていた。
【０００７】このために、従来の超音波診断装置では、
同心円状の多重リングを形成して口径とし、この多重リ
ングを維持した状態で口径を２次元配列面内で移動させ
ることによって、２次元配列探触子でのリニア走査やコ
ンベックス走査を実現する構成が提案されていた。特
に、この方式の超音波診断装置では、同心円状の多重リ
ングの中心軸上の位置を焦点位置とし、この焦点からの
距離が等しい振動子素子を束ねることによって多重リン
グを形成すると共に、整相回路のチャンネル数を低減さ
せていた。
【０００８】さらには、２次元配列された超音波振動子
の内で、一部の振動子素子を送波に使用すると共に、他
の位置の振動子素子を受波に使用するスパースアレーと
称される技術を用いた超音波診断装置があった。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】本発明者は、前記従来
技術を検討した結果、以下の問題点を見いだした。従来
の超音波診断装置は、造影剤等を用いることなく無侵襲
かつ手軽に軟部組織を描写できるという特徴がある一方
で、Ｘ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置に比較して十分な解像度
の断層像及び三次元像が得られないという問題があっ
た。
【００１０】一方、超音波断層像の解像度及び画質を向
上させる技術として、１次元配列の超音波探触子を用
い、送受波方向の異なるビームで得られた受波信号から
断層像を生成する技術があった。この方式を用いた超音
波診断装置では、従来の超音波の送受波と同様に、まず
探触子面の法線方向に超音波ビームを形成し、この超音
波ビームを走査して所望の断層面内の情報を得る。次
に、探触子面の法線方向とは異なる斜め方向の超音波ビ
ームを形成し、この超音波ビームを走査して法線方向と
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同一断面の情報を得る。この後に、法線方向と斜め方向
との超音波ビームが交差した情報から断層像を生成する
ことによって、解像度及び画質を向上させた断層像を得
るものであった。
【００１１】しかしながら、２次元配列の超音波探触子
を用い同心円状の多重リングを形成して口径とする超音
波診断装置では、超音波ビームの形成方向は探触子面の
法線方向に限定されてしまうので、前述した超音波ビー
ムの合成を利用した断層像の生成法を適用することはで
きなかった。
【００１２】また、スパースアレー技術を用いた超音波
診断装置は、口径を走査せずに超音波ビームをセクタ走
査する構成となっており、超音波ビームを交差させた超
音波計測を行うことができないので、前述した超音波ビ
ームの合成を利用した断層像の生成法を適用することは
できなかった。
【００１３】本発明の目的は、２次元配列の超音波探触
子を用いて高解像の断層像を収集することが可能な技術
を提供することにある。
【００１４】本発明の他の目的は、装置規模を増大させ
ることなく、２次元配列の超音波探触子を用いて診断画
像の画質を向上させることが可能な技術を提供すること
にある。
【００１５】本発明の前記ならびにその他の目的と新規
な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らか
になるであろう。
【００１６】
【課題を解決するための手段】本願において開示される
発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、
下記のとおりである。
【００１７】（１）超音波を送受波する複数の振動子素
子を２次元配列してなる超音波探触子と、前記振動子素
子からの受波信号に遅延時間を与える整相手段とを有
し、前記２次元配列される振動子素子を複数束ねた単位
素子を複数形成し、各単位素子毎に前記遅延時間を設定
し超音波ビームを形成する超音波診断装置において、前
記振動子素子と前記整相手段との間に配置され、前記振
動子素子と前記整相手段との接続を切り替え前記複数の
単位素子で形成される送受波面形状を維持し超音波ビー
ムを走査する切り替え手段と、前記切り替え手段を制御
し前記単位素子を複数束ねた第１の配列で第１の超音波
ビームを形成する手段と、前記切り替え手段を制御し前
記第１の配列と異なる送受波面形状で前記単位素子を束
ねる第２の配列で前記第１の超音波ビーム方向に交差す
る方向の第２の超音波ビームを形成する手段とを備え
た。
【００１８】（２）前述した（１）に記載の超音波診断
装置において、前記第１の超音波ビームと前記第２の超
音波ビームとがそれぞれ同一断面を走査するように制御
する手段を備えた。
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【００１９】（３）前述した（１）もしくは（２）に記
載の超音波診断装置において、前記第１の超音波ビーム
は、前記振動子素子をリング状に選択し該選択された振
動子素子で超音波の送受波を行うと共に、前記第２の超
音波ビームは、前記振動子素子を一列に複数選択し該選
択された振動子素子で超音波の送受波を行う。
【００２０】（４）前述した（１）乃至（３）の内の何
れかに記載の超音波診断装置において、前記第１の超音
波ビームで収集された断層像情報と、前記第２の超音波
ビームで収集された断層像情報と、前記第１の超音波ビ
ームと前記第２の超音波ビームとの交差する位置での断
層像情報とに基づいて断層像を生成する手段を備えた。
【００２１】（５）前述した（１）乃至（４）の内の何
れかに記載の超音波診断装置において、前記選択手段
は、超音波の送受波を行う振動子素子を前記超音波探触
子の２次元面内に移動させて前記第１及び第２の超音波
ビームを走査し、複数枚の断層像を収集する。
【００２２】前述した手段によれば、振動子素子と整相
手段との接続を切り替え複数の単位素子で形成される送
受波面形状を維持し超音波ビームを走査する切り替え手
段が振動子素子と整相手段との間に配置されており、第
１の超音波ビームの形成手段が切り替え手段を制御し
て、単位素子を複数束ねた第１の配列で第１の超音波ビ
ームを形成し測定対象部位を走査し、第２の超音波ビー
ムの形成手段が切り替え手段を制御して、第１の配列と
異なる送受波面形状で単位素子を束ねる第２の配列で第
１の超音波ビーム方向に交差する方向の第２の超音波ビ
ームを形成し測定対象部位を走査するので、装置規模を
増大させることなくすなわち振動子素子の数よりも少な
いチャンネル数の整相手段で、第１の超音波ビームで収
集した断層像での超音波ビームと、第２の超音波ビーム
で収集した断層像での超音波ビームとが交差した断層像
を得ることができる。
【００２３】ここで、第１の超音波ビームで収集された
断層像情報と、第２の超音波ビームで収集された断層像
情報と、第１の超音波ビームと第２の超音波ビームとの
交差する位置での断層像情報とに基づいて、生成手段が
断層像を生成することによって、断層像の画質を向上さ
せることができる。
【００２４】さらには、従来と同様の構造の超音波探触
子である二次元配列の超音波探触子を用いて、切り替え
手段に入力する切り替え情報や各振動子素子に入力する
データ等のシーケンス等を変更するのみで、本願発明を
適用することができるので、比較的小さな変更で従来の
超音波診断装置への適用も可能である。
【００２５】
【発明の実施の形態】以下、本発明について、発明の実
施の形態（実施例）とともに図面を参照して詳細に説明
する。なお、発明の実施の形態を説明するための全図に
おいて、同一機能を有するものは同一符号を付け、その
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繰り返しの説明は省略する。
【００２６】（実施の形態１）図１は本発明の実施の形
態１の超音波診断装置の概略構成を説明するための図で
あり、特に、図１の（ａ）は同心円状の多重リングを口
径として断層像を収集する場合の構成を説明するための
図であり、図１の（ｂ）は振動子素子を短冊状に束ねて
断層像を収集する場合の構成を説明するための図であ
る。ただし、図１において、１０は振動子素子、２０は
整相回路、３０は加算器、４０は画像処理部、５０はモ
ニタ、６０は振動子素子のリング状束ねによる口径、７
０はスイッチアレー、８０は振動子素子の短冊状束ねに
よる口径を示す。また、実施の形態１の超音波診断装置
では、Ｙ軸方向への一次元走査の場合について説明す
る。
【００２７】図１の（ａ），（ｂ）に示すように、実施
の形態１の超音波診断装置は、振動子素子１０が２次元
配列される超音波探触子と、この超音波探触子側に配置
され超音波の送受波に係わる振動子素子を選択するスイ
ッチアレー７０と、超音波探触子からの受波信号に受波
整相のための遅延を与える整相回路２０と、受波整相後
の受波信号を加算し超音波ビームを形成する加算器３０
と、多重リング状振動子によって得られた超音波ビーム
と短冊状振動子によって得られた超音波ビームとの交点
の情報から断層像を生成する画像処理部４０と、生成さ
れた断層像を表示するモニタ５０とを備える。実施の形
態１では、スイッチアレー７０は超音波探触子側に配設
される構成の場合について説明するが、装置本体側に配
設する構成としてもよいことはいうまでもない。ただ
し、スイッチアレー７０を超音波探触子側に配設するこ
とによって、超音波探触子と装置本体とを接続する信号
線数を減らすことができる。なお、図１においては、送
波系の構成は省略されている。
【００２８】実施の形態１の超音波診断装置は、スイッ
チアレー７０を制御して、２次元に配列された振動子素
子１０の内からリング状に振動子を選択することによっ
て、超音波の送受波を行うリング状の口径を形成すると
共に、このリング状束ねで形成される口径６０を矢印で
示すＹ軸方向に走査させる制御手段を有する構成となっ
ている。また、この制御手段はスイッチアレー７０を制
御して、２次元に配列される振動子素子１０の内から短
冊状に振動子を選択することによって、探触子面の法線
方向とは異なった斜め方向の超音波ビームを形成するた
めの口径８０を形成する。ただし、制御手段は何れの口
径を形成する場合であっても、口径の形状及びビーム方
向に対応した整相回路２０を制御する。
【００２９】図１において、実施の形態１の超音波探触
子は、図示しない被検体内に超音波を送受波する複数の
振動子素子１０を２次元方向に配列してなり、この振動
子素子１０で超音波信号を収集するものである。この振
動子素子１０は、当該振動子素子１０の２次元配列の一
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方向である長軸方向（図１の（ａ）中のＹ軸方向）と、
この長軸方向に直交する他の方向である短軸方向（図１
の（ａ）中のＸ軸方向）とのそれぞれについて平面状に
並ぶ配列とされている。
【００３０】この振動子素子１０の並びは、例えば、Ｙ
軸方向に２８個の振動子素子１０が配列されており、各
振動子素子１０の送受波面が超音波の送波方向に対して
平面とされている。なお、振動子素子１０のＹ軸方向の
配列は平面型に限定されることはなく、例えば、各振動
子素子１０の配列面が、超音波の送波方向に対して凸形
となる円弧状の軌跡を描くように位置決めされた配列で
もよい。
【００３１】また、短軸方向（図１の（ａ）中のＸ軸方
向）における複数の振動子素子１０は、例えば、１４個
の振動子素子１０が配列されており、各振動子素子１０
の送受波面が超音波の送波方向に対して平面配列とされ
ている。なお、Ｘ軸方向についても上記Ｙ軸方向と同様
に、送波方向に凸型の円弧状をなすように振動子素子１
０を配列しても良い。
【００３２】スイッチアレー７０は、整相回路２０のチ
ャンネル数×Ｙ軸方向（超音波ビームの走査方向）の振
動子素子数×Ｘ軸方向の振動子素子数、すなわち８×２
８×１４＝３１３６個の素子選択スイッチからなる。特
に、実施の形態１では、図１の（ａ），（ｂ）に示すよ
うに、Ｘ軸方向の１行分毎に８×２８＝２２４個の素子
選択スイッチがマトリックス状に配置され、各素子選択
スイッチの切り換えにより、整相回路２０の任意のチャ
ンネルを１行分の振動子素子１０の内の何れにも接続で
きる構成となっている。従って、このスイッチアレー７
０を構成する素子選択スイッチの切り換えにより、多重
リング状例えばフレネルリングからなる口径６０、及び
短冊状の口径８０を探触子面上の矢印で示すＸ，Ｙ方向
に連続的に走査移動させて超音波ビームを送受波し、３
次元データを取り込むことができる。ただし、実際の超
音波診断装置では、口径を構成する振動子素子数は数十
個～数百個が必要となる。
【００３３】整相回路２０は、同心円状に形成されたリ
ングの数または短冊状の素子配列数の何れかの多い方の
数に対応した複数の整相回路、例えば８チャンネルの整
相回路を有している。ただし、各整相回路は従来の整相
回路と同じ構成で良い。また、実施の形態１では、フレ
ネルリングによる口径６０と短冊状の口径８０とによ
り、順次超音波ビームを形成する構成となっているの
で、整相回路群は図示しない制御手段からの口径指示信
号に応じて、口径に応じた整相データを図示しないテー
ブルから読み出して設定する。
【００３４】加算器３０は、整相回路２０を構成する８
チャンネルの受波整相手段から出力される受波整相後の
受波信号を加算し、超音波ビームを形成する周知の加算
器である。
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7
【００３５】画像処理部４０は、フレネルリングによる
口径６０から超音波を送受波し探触子面の法線方向に一
致する超音波ビームで生成される第１の超音波像と、短
冊状の口径８０から超音波を送受波し探触子の法線方向
に対して斜め方向の超音波ビームで生成される第２の超
音波像とを、一時的に格納する図示しない格納手段を有
する構成となっている。また、画像処理部４０は、異な
るビーム方向の超音波ビームの走査で得られた超音波断
層像に基づいて、超音波ビームが交差する位置の断層像
情報から断層像を生成する、すなわち超音波ビームが交
差する位置からの整相された受波信号の情報を使用した
周知のコンパウンドスキャンと称される画像形成法によ
って、１つの超音波断層像又は／及び３次元像を生成す
る図示しない画像演算手段を有する。さらには、画像処
理部４０は、得られた３次元像を表示用の２次元像（三
次元的超音波像）に変換するための周知のボリュームレ
ンダンリング処理やサーフェイスレンダリング処理等を
行う変換手段を備える構成となっている。なお、コンパ
ウンドスキャンの詳細については、「Robert R.Entreki
n,"Real-Time spatial compound imaging-Technical pe
rformance in vascular applications",Acousticcal Im
aging,Vol25,2000」に記載される。
【００３６】次に、図１の（ａ），（ｂ）に基づいて、
実施の形態１のフレネルリングによる口径６０と、短冊
状の口径８０とによる超音波断層像の収集動作について
説明する。ただし、以下の説明では、フレネルリングに
よる口径６０は３つのリング形状に振動子素子１０を束
ねて形成し、短冊状の口径８０はＸ軸方向に配列される
１列の振動子素子１０の短冊を８列束ねて形成した場合
について説明するが、リング数及び短冊の束ね数はこれ
に限定されない。
【００３７】図１の（ａ）に示すように、制御手段がス
イッチアレー７０を切り換えて２次元配列された振動子
素子１０を同心円の３つのリング形状に束ねることによ
り、フレネルリングによる口径６０が形成される。この
とき、制御手段は、整相回路２０に対して、この３つの
リングの中心位置から延びる法線方向に焦点を形成する
ように、整相回路２０の各チャンネルに整相データを設
定する。すなわち、同一のリングを形成する振動子素子
１０から焦点位置に至るまでの距離がほぼ同じ距離とな
るように振動子素子１０を選択すると共に、この選択さ
れた振動子素子群に接続される整相回路へ所定の整相デ
ータを供給する。
【００３８】ここで、口径６０から超音波の送受波を行
うことにより、加算部から出力される信号は、等方的な
どの方向にも均一な超音波ビームすなわち口径６０の中
心位置から法線方向に延びる超音波ビームとなる。この
ときの各振動子素子１０で受波される超音波と焦点Ｆと
の位置関係を示したのが図２である。この図２から明ら
かなように、口径６０による焦点位置はフレネルリング
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の法線方向となる。
【００３９】次に、制御手段が超音波の１送受波毎にス
イッチアレー７０の各素子選択スイッチを切り換え制御
し、フレネルリングの口径６０を維持した状態で、図１
の（ａ）に示す矢印方向に口径６０を移動させることに
よって、超音波ビーム方向を法線方向に維持した状態で
リニア走査することができる。
【００４０】フレネルリングによる口径６０での走査が
終了すると、次に、図１の（ｂ）に示すように、制御手
段はスイッチアレー７０を切り換えて振動子素子１０を
Ｙ軸方向に複数列の配列を有した振動子素子列からなる
短冊状の口径８０を形成する。このとき、制御手段は、
整相回路２０に対して、８列の振動子素子列で形成され
る口径８０からの超音波ビームが、この口径８０の中心
位置における法線方向と一致しない斜め方向の超音波ビ
ームとなるように、各振動子素子列で受信した信号に付
与する整相データを調整する。
【００４１】ここで、口径８０から超音波の送受波を行
うことにより、加算部から出力される信号は、口径６０
の超音波ビームに対して所定の角度を有する超音波ビー
ムとなる。つまり、口径６０と口径８０との中心位置が
同じ場合の焦点Ｆ，Ｆ’の位置は、図２に示すように異
なる位置に配置されることとなる。ただし、フレネルリ
ングによる口径６０からの超音波ビームと異なり、短冊
状の口径８０からの超音波ビームは振動子素子列毎の整
相データを調整することにより、口径８０の振動子素子
の配列面に対する超音波ビームの傾斜角度θを任意に設
定できる。
【００４２】このとき、制御手段が超音波の送受波サイ
クルに同期してスイッチアレー７０の各素子選択スイッ
チを切り換え制御し、短冊状の口径８０を維持した状態
で、図１の（ｂ）に示す矢印方向に口径８０を移動させ
ることによって、超音波ビーム方向を斜め方向に維持し
た状態でのリニア走査、すなわちオブリーク走査ができ
る。ただし、実施の形態１では、後述するように、短冊
状の口径８０で異なる２方向の傾斜された超音波ビーム
での走査を行う構成となっている。従って、制御手段は
図２に示す焦点Ｆ’での走査が終了すると、次に、他の
傾斜（例えば、図３に示す（－θ））での走査を行う。
ただし、この他の傾斜での走査は必須ではなく、一の傾
斜でのオブリーク走査のみでもよい。しかしながら、二
以上の異なる傾斜で走査することにより、得られる断層
像の画質を向上させることができる。
【００４３】フレネルリングによる口径６０と短冊状の
口径８０とによる超音波走査で断層像データが得られる
と、制御手段の制御により、図３に示すように画像処理
部４０が異なるビーム方向の超音波ビームの走査で得ら
れた超音波断層像から超音波ビームが交差する位置にお
ける断層像情報より、１つの超音波断層像を演算する。
次に、画像処理部４０は得られた超音波断層像をモニタ
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9
５０に出力し、このモニタ５０の表示面に断層像を表示
させる。
【００４４】このように、実施の形態１の超音波診断装
置では、探触子面の法線方向での超音波ビームによる走
査はフレネルリングによる口径６０で行い、探触子面の
法線方向と異なる傾斜方向での超音波ビームによる走査
は短冊状の口径８０で行い、それぞれの口径で得られた
超音波データから超音波断層像を演算する構成となって
いるので、装置規模を増大させることなくすなわち振動
子素子１０の数よりも少ないチャンネル数の整相回路２
０を構成しつつ、２次元配列の超音波探触子を用いた場
合であっても高解像の超音波断層像を得ることができ
る。従って、装置規模を大きくすることなくすなわち振
動子素子１０の数よりも少ないチャンネル数の整相回路
２０によって、超音波診断装置の画質を向上させること
ができる。
【００４５】なお、実施の形態１の超音波診断装置で
は、同数の振動子素子数で囲まれる領域すなわちＸ軸方
向が１４個及びＹ軸方向が８個の振動子素子１０で囲ま
れる領域に、それぞれフレネルリングの口径６０と短冊
状の口径８０とを形成する構成としたが、先にも述べた
ように、実際の装置構成においては、これに限定される
ことはなく、他の振動子素子数の領域で口径６０と口径
８０を形成してもよいことはいうまでもない。さらに
は、口径６０と口径８０とを異なる個数の振動子素子１
０の領域で形成してもよいことはいうまでもない。
【００４６】また、実施の形態１の超音波診断装置で
は、口径６０による超音波走査と口径８０による超音波
走査とを順次行い、この収集された断層像から高画質の
断層像を生成する構成としたが、例えば、実施の形態１
の超音波診断装置本体や探触子部分に、口径６０あるい
は口径８０の何れか一方の口径による超音波走査で得ら
れる断層像を表示させるモードと、口径６０及び口径８
０での超音波走査を行うことで得られるそれぞれの断層
像からコンパウンドスキャン画像形成法により合成され
た断層像を生成し表示させるモードとを設ける。このよ
うな構成とすることにより、口径６０あるいは口径８０
の何れか一方の口径による超音波走査のモードで得られ
る断層像に基づいて関心部位を探索し、関心部位の高画
質断層像が必要な領域は口径６０と口径８０とにより超
音波走査し、得られた断層像から合成された断層像を生
成し表示させるモードに切り換えることによって、画質
よりもリアルタイム処理（表示）が要求される関心部位
の探索と、高画質表示が要求される確定診断用の画像表
示とでそれぞれの用途に適した超音波計測ができるの
で、診断効率及び診断能を向上させることができる。
【００４７】なお、実施の形態１において、短冊状振動
子の一つの列振動子の信号には全て同一の整相データを
与えることとしたが、これによると列方向のフォーカシ
ングが行われないので、画質が良くないことが懸念され
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る。従って、列の長さが長い場合には、例えば１４個の
振動子を端から２個、３個、４個、３個、２個のよう
に、５つの群に分け、それぞれの群振動子へ列方向のフ
ォーカシングを行う整相回路を設けても良い。
【００４８】（実施の形態２）図４は本発明の実施の形
態２の超音波診断装置の概略構成を説明するための図で
あり、特に、図４の（ａ）は同心円状の多重リングを口
径として断層像を収集する場合の構成を説明するための
図であり、図４の（ｂ）は振動子素子を短冊状に束ねて
断層像を収集する場合の構成を説明するための図であ
る。ただし、実施の形態２の超音波診断装置は、実施の
形態１の２次元配列探触子よりも多くの振動子素子１０
を配列し、Ｙ軸方向と共にＸ軸方向にも口径６０，８０
を走査させて複数枚の超音波断層像を収集すると共に、
この複数枚の超音波断層像から３次元超音波像を生成す
る構成が異なるのみで、他の構成は実施の形態１と同様
となる。従って、以下の説明では、口径６０，８０を探
触子面に沿って二次元に走査することによって得られる
３次元超音波像について詳細に説明する。
【００４９】図４の（ａ），（ｂ）に示すように、実施
の形態２の２次元配列探触子では、実施の形態１の２次
元配列探触子よりもＸ軸方向の振動子素子数を多くした
構成となっている。すなわち、実施の形態２の２次元配
列探触子では、２７×２８＝７５６個の振動子素子１０
により構成される。ただし、フレネルリングによる口径
６０と短冊状の口径８０とは実施の形態１と同様に、そ
れぞれ１４×８＝１１２個の振動子素子１０で囲まれる
領域を形成する。
【００５０】実施の形態２の超音波診断装置では、図４
の（ａ）に示すように、１４×８個の振動子素子領域に
フレネルリングによる口径６０を形成する場合には、探
触子面の一部領域に口径６０が形成されることとなる。
従って、口径６０は図４の（ａ）中に示す矢印方向（Ｙ
軸方向）への走査の他に、Ｘ軸方向への走査も可能とな
る。従って、口径６０のＸ軸方向の位置を固定してお
き、この状態で口径６０をＹ軸方向に移動させて断層像
を収集した後に、口径６０をＸ軸方向に所定数の振動子
素子分だけ移動させた後に、Ｘ軸方向への走査は行わず
にＹ軸方向に移動させて断層像を収集するという断層像
の収集（撮像）動作を、口径６０がＸ軸方向の一端側か
ら他端側に至るまで繰り返すことによって、Ｘ軸方向へ
の移動間隔が振動子素子１０のＸ軸方向分となるＹ軸方
向の断層像を複数枚、２次元配列探触子を移動させるこ
となく収集することができる。ただし、フレネルリング
による口径６０により形成される超音波ビームは探触子
面の法線方向となるので、前述する実施の形態１と同様
に、口径６０の走査によって得られる断層像は探触子面
に対して垂直な超音波ビームによって収集されたものと
なる。また、口径６０のＸ軸方向及びＹ軸方向への走査
は、制御手段が超音波の送受波サイクルに同期してスイ
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ッチアレー７０を構成する各素子選択スイッチの切り換
えを制御し、口径６０を維持した状態で、Ｘ軸方向及び
Ｙ軸方向へ走査させるものである。
【００５１】一方、図４の（ｂ）に示すように、１４×
８個の振動子素子１０による短冊状の口径８０を形成す
る場合にも、探触子面の一部領域に口径８０が形成され
ることとなる。従って、口径６０と同様に、口径８０も
図４の（ｂ）中に示す矢印方向（Ｙ軸方向）への走査の
他に、Ｘ軸方向への走査が可能となる。従って、口径８
０のＸ軸方向の位置を固定しておき、この状態で口径８
０をＹ軸方向に移動させて断層像を収集した後に、口径
８０をＸ軸方向に所定数の振動子素子の分だけ移動させ
た後に、Ｘ軸方向への走査は行わずにＹ軸方向に移動さ
せて断層像を収集するという断層像の収集動作を、口径
８０がＸ軸方向の一端側から他端側に至るまで繰り返す
ことによって、Ｘ軸方向への移動間隔が振動子素子１０
のＸ軸方向分となるＹ軸方向の断層像を複数枚、２次元
配列探触子を移動させることなく収集することができ
る。ただし、前述する実施の形態１と同様に、実施の形
態２においても口径８０による超音波ビームの方向は、
探触子面の法線方向とは異なる方向とする。また、口径
８０の超音波ビーム方向は、口径８０の走査方向すなわ
ちＹ軸方向と一致する方向に傾斜させる。このように、
口径８０からの超音波ビームを傾斜させることによっ
て、口径６０で収集した断層面と同じ断層面の超音波像
を傾斜した超音波ビームで収集する。また、口径８０の
Ｘ軸方向及びＹ軸方向への走査は、制御手段が超音波の
送受波サイクルに同期してスイッチアレー７０を構成す
る各素子選択スイッチの切り換えを制御し、口径８０を
維持した状態で、Ｘ軸方向及びＹ軸方向へ走査させるも
のであり、さらには、超音波ビームの傾斜角や傾斜方向
を変えて、再度、同じ断層面の超音波像を収集する構成
としてもよい。
【００５２】次に、口径６０と口径８０で収集された超
音波像は、画像処理部４０により実施の形態１と同様
に、口径６０による法線方向の超音波ビームと、口径８
０による傾斜された超音波ビームとからコンパウンドス
キャン画像形成法によりその交点の受信信号が演算さ
れ、Ｙ軸方向に平行な断層像が生成される。このとき、
実施の形態２では、Ｘ軸方向に口径６０，８０を移動す
る毎にこの口径６０，８０をＹ軸方向に走査する構成と
なっているので、探触子面の法線方向とＹ軸方向との２
次元の断層像がＸ軸方向に複数枚生成される。
【００５３】ここで、例えば、実施の形態２の超音波診
断装置が有する図示しない操作パネルを検者が操作して
３次元像表示を指定したならば、画像処理部４０は、ま
ず複数枚の断層像から三次元像を生成する。次に、画像
処理部４０は三次元像からボリュームレンダリング等の
周知の画像処理により、３次元像を表示用の２次元像
（三次元的超音波像）に変換し、この表示用の三次元的
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超音波像をモニタ５０に表示させる。
【００５４】以上説明したように、実施の形態２の超音
波診断装置では、まず、口径６０による探触子面の法線
方向の超音波ビームと、この口径６０からの超音波ビー
ムに対してビーム方向が傾斜する口径８０による超音波
ビームとが同一の断層面に走査されて断層像情報を収集
する構成となっている。次に、実施の形態２では、異な
るビーム方向の超音波ビームで収集された断層像情報か
ら画像処理手段４０が超音波ビームの交差位置の断層像
情報を生成するコンパウンドスキャン画像形成法と称さ
れる方式により一の断層像を生成する。ここで、検者に
よる図示しない操作卓の釦の操作で断層像すなわち２次
元像の表示が指定されている場合には、画像処理部４０
はコンパウンドスキャンにより生成された断層像を順次
モニタ５０に出力し、表示画面上に表示させる。
【００５５】一方、検者による図示しない操作卓の釦の
操作で３次元像の表示が指定されている場合には、画像
処理部４０はコンパウンドスキャンにより生成された複
数枚の断層像から三次元像を再構成する。次に、画像処
理手段４０は再構成された三次元像から周知のボリュー
ムレンダンリングにより表示用の三次元像（三次元的２
次元像）を生成し、この生成した三次元的二次元像をモ
ニタ５０に出力して、表示画面上に表示させる。
【００５６】この場合、探触子面の法線方向での超音波
ビームによる走査は全ての振動子素子１０の内の一部の
振動子素子１０を用いたフレネルリングによる口径６０
で行い、探触子面の法線方向と異なる傾斜方向での超音
波ビームによる走査は短冊状の口径８０で行い、それぞ
れの口径で得られた超音波データから超音波断層像を演
算する構成となっているので、装置規模を増大させるこ
となくすなわち振動子素子１０の数よりも少ないチャン
ネル数の遅延回路で整相回路２０を構成しつつ、２次元
配列の超音波探触子を用いた高解像の超音波断層像を得
ることができる。従って、装置規模を大きくすることな
くすなわち振動子素子１０の数よりも少ないチャンネル
数の遅延回路で整相回路２０を構成しつつ、超音波診断
装置の画質を向上させることができる。
【００５７】なお、実施の形態２の超音波診断装置で
は、口径６０と口径８０との走査方向をＹ軸方向とする
構成としたが、これに限定されることはなく、探触子面
内の何れの方向に走査させる構成としてもよいことはい
うまでもない。ただし、この場合には、短冊状の口径８
０は少ない素子選択スイッチ及びチャンネル数とする必
要があるので、このために短冊状に束ねる振動子素子の
束ね方向も超音波ビームの走査方向に応じて設定する必
要がある。例えば、Ｘ軸とＹ軸との４５度方向に口径８
０を走査させる場合には、走査方向に直交する短冊を複
数本束ねることによって、Ｘ軸とＹ軸との４５度方向に
走査可能となる。
【００５８】また、実施の形態２の超音波診断装置で
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は、口径６０による超音波走査と口径８０による超音波
走査とを順次行い、この収集された断層像から高画質の
断層像あるいは三次元像を生成する構成としたが、例え
ば、実施の形態２の超音波診断装置本体や探触子部分
に、口径６０あるいは口径８０の何れか一方の口径によ
る超音波走査で得られる断層像を表示させるあるいは三
次元像を生成するモードと、口径６０及び口径８０での
超音波走査で得られるそれぞれの断層像からコンパウン
ドスキャンにより合成された断層像を生成するあるいは
この生成された断層像から三次元像を生成し表示させる
モードとを設ける。このような構成とすることにより、
口径６０あるいは口径８０の何れか一方の口径による超
音波走査のモードで得られる断層像あるいは三次元像に
基づいて関心部位に探索し、関心部位の高画質断層像が
必要な場合に、合成された断層像あるいは三次元像を生
成し表示させるモードに切り換えることによって、関心
部位の速やかな探索と関心部位の高画質の観察（確定診
断）とが可能となる。その結果、診断効率を向上させる
ことが可能となる。
【００５９】さらには、実施の形態２の超音波診断装置
では、Ｙ軸方向に超音波ビームをＹ軸方向に振るのみと
したが、これに限定されることはなく、Ｘ軸方向にも振
るようにすることによって、生成される三次元像の画質
をさらに向上できることはいうまでもない。
【００６０】また、口径８０の一つの振動子列の列方向
へのフォーカシングを、前述の実施の形態１と同様に行
うことが可能である。
【００６１】（実施の形態３）図５及び図６は本願発明
の実施の形態３の超音波診断装置の概略構成を説明する
ための図であり、特に、図５はスパースアレー６０’を
口径として断層像を収集する構成を説明するための図で
あり、図６は短冊状に束ねた振動子素子を口径として断
層像を収集する構成を説明するための図である。ただ
し、実施の形態３では、振動子素子１０が６４×６４＝
４０９６個の２次元配列探触子の場合について説明する
が、振動子素子数は４０９６個に限定されるものではな
い。また、従来のスパースアレーでは、複数の素子選択
スイッチをアレー状に配置したアレースイッチ７０は不
要であるが、実施の形態３では、アレースイッチ７０を
介して振動子素子１０と整相回路２０とを接続する構成
となっている。このような構成とすることによって、実
施の形態３では、素子選択スイッチの切り換えにより、
スパースアレー６０’による超音波の送受波と、振動子
素子１０を短冊状に束ねた超音波の送受波とを同一の２
次元配列探触子で行う構成となっている。すなわち図示
しない被検体に探触子を当接したままの状態で、スパー
スアレーによる超音波計測と短冊状の口径８０’による
超音波計測とを切り換えて行うことが可能な構成となっ
ている。
【００６２】実施の形態３の超音波診断装置では、図５
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に示すように、６４×６４＝４０９６個の振動子素子１
０の内で、１２８個の振動子素子を超音波の送受波に使
用するいわゆるスパースアレーを形成する構成となって
いる。ただし、スパースアレー６０’による超音波計測
では、送波に用いる振動子素子と、受波に用いる振動子
素子とを固定して送受波を行う。従って、実施の形態３
ではスパースアレーによる超音波計測時には、図示しな
い制御手段はアレースイッチ７０を構成する素子選択ス
イッチの内で、予め設定された素子選択スイッチをオン
させることによって、送波に用いる振動子素子と、受波
に用いる振動子素子とを固定する。このような構成によ
って、スパースアレーによる超音波計測を可能としてい
る。このスパースアレーによる超音波ビームの走査は、
各振動子へ所定の整相データを与え、配列面の一点を頂
点とした円錐形の内部を３次元走査するものである。
【００６３】一方、図６に示すように、短冊状に振動子
素子１０を束ねた超音波計測では、まず、６４×６４の
振動子素子１０をＸ軸方向に複数列の例えば６４列に短
冊状に束ねる。これによって、６４×６４＝４０９６個
の全ての振動子素子１０を使用した短冊状の口径８０’
を形成する。このとき、口径８０’を形成する各振動子
素子に供給する送波信号及び各振動子素子から出力され
る受波信号に与える遅延データ又は整相データを調整す
ることによって、口径８０’の超音波ビームの中心位置
を口径８０’の中心からずれた位置（スパースアレー６
０’の走査中心と異なる位置）に形成する。次に、この
口径８０’の中心位置からずれた位置を基準として、セ
クタ走査により図示しない被検体の断層像を収集する。
すなわち、口径８０’からの超音波の送受波で形成され
る超音波ビームと探触子面との交差位置が、口径８０’
の中心位置からＹ軸方向に所定量ずれた位置としたセク
タ走査によって被検体の断層像を収集する。ただし、超
音波ビームの形成は、各振動子素子から出力される受波
信号に整相回路２０でそれぞれに遅延を与え、加算器３
０により遅延後の受波信号を加算することによって形成
される。
【００６４】また、スパースアレーでは整相回路２０の
チャンネル数が通常の４倍程度である。よって、実施の
形態３では、口径８０’を形成する際に、アレースイッ
チ７０の接続を切り換え、短冊の長手方向（Ｘ軸方向）
をさらに分割して整相回路２０に接続する構成とするこ
とによって、スパースアレーよりも分解能及びＳ／Ｎを
向上した断層像を収集することが可能となる。
【００６５】次に、画像処理部４０が口径６０’で収集
された断層像と口径８０’で収集された断層像との超音
波ビームの交点位置での情報を演算し、この演算された
交点位置の画像データから断層像及び／又は三次元像を
生成する。ここで、図示しない操作卓から断層像の表示
が指定されている場合には、画像処理部４０は生成断層
像を表示用のデータに変換してモニタ５０に出力して、
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表示面上に表示させる。一方、三次元像の表示が指示さ
れている場合には、画像処理部４０は三次元像から表示
用の二次元像（三次元的超音波像）を生成し、この三次
元的超音波像をモニタ５０の入力形式のデータに変換し
た後に出力して、モニタ５０の表示面に三次元的超音波
像を表示させる。
【００６６】以上説明したように、実施の形態３の超音
波診断装置では、２次元配列探触子の探触子面の全体を
口径とするスパースアレーによる口径６０’と短冊状の
口径８０’とによる超音波ビームのセクタ走査で所望の
断層面の走査する際に、短冊状の口径８０’の超音波ビ
ームの中心位置を口径６０’の中心位置から所定量ずら
した位置に設定しセクタ走査で走査することによって、
装置規模を増大させることなくすなわち振動子素子１０
の数よりも少ないチャンネル数の遅延回路で整相回路２
０を構成しつつ、口径６０’による超音波ビームと口径
８０’による超音波ビームとが交差するようにした、所
望の断面の超音波像を収集することが可能となるので、
コンパウンドスキャンによってそれぞれの断層像よりも
画質の向上した断層像を生成することが可能となる。従
って、コンパウンド走査によって複数枚の断層像を収集
し三次元像を構成した場合であっても、画質の向上した
三次元像を生成でき、この三次元像から生成した表示用
の超音波像である三次元的超音波像の画質も向上でき
る。
【００６７】なお、実施の形態１，２の超音波診断装置
では、口径６０’の形状は、同心円状に素子束ねしたフ
レネルリングとしたが、これに限定されることはなく、
素子選択スイッチの切り換えにより、例えば楕円、矩形
状、その他の任意形状にしてもよいことはいうまでもな
い。この場合、その口径６０’からは任意形状に収束し
た超音波ビームが送受波されることとなる。ただし、口
径６０’の形状をフレネルリングとする場合が最も少な
いチャンネル数で整相回路を構成できると共に、Ｓ／Ｎ
の良好な超音波画像を取得できることはいうまでもな
い。
【００６８】また、実施の形態１～３では、３次元像の
超音波像を生成する場合について説明したが、これに限
定されることはなく、例えば、フレネルリングによる口
径６０で収集した断層像から３次元像を再構成し、得ら
れた３次元像をモニタ５０に表示させて、このモニタ５
０に表示される断層像に基づいて指定された断面位置の
断層像を得る際に、口径６０と口径８０とによる断層像
から生成された断層像を表示させる構成としてもよいこ
とはいうまでもない。このような構成とすることによっ
て、比較的に時間を要する口径６０と口径８０との断層
像の計測を、一般的に確定診断を行う場合に必要となる
断層像の収集に対してのみ行うことが可能となるので、
確定診断に必要となる断層像の収集に要する時間を低減
させることが可能となる。その結果として、被検体にか*
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*かる負担を低減できると共に、診断効率を向上できる。
【００６９】また、実施の形態１～３では、３次元表示
は、スキャンしたボリュームのデータを用いて、ボリュ
ームレンダンリングで表示させる場合について説明した
が、これに限定されるものではない。例えば、視点位置
を決め、この視点位置から見た２次元像を視線に沿った
音響強度に応じて光の透過するが如く、透過度をボクセ
ル毎に決定して表示させる方式でもよい。
【００７０】また、操作卓に配置した画像の切り替え釦
の操作に応じて、収集した複数の断層像を順次表示させ
るようにしてもよいことはいうまでもない。すなわち、
実施の形態２，３では、画像表示用の三次元的２次元像
をボリュームレンダンリングで生成することとしたが、
３次元像から表示用の三次元的２次元像を生成する方式
はボリュームレンダリングに限定されるものではなく他
の方式でもよく、さらには、表示形式は２次元像に限定
されることはなく、周知の三次元像の表示形式でもよ
い。
【００７１】また、フレーム単位で走査方法を変更した
が、ラスタ毎に変更してラスタ毎にコンパウンドデータ
を作成して走査しても良い。
【００７２】以上、本発明者によってなされた発明を、
前記発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記発明の実施の形態に限定されるものではな
く、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能で
あることは勿論である。
【００７３】
【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表
的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下
記の通りである。
（１）、装置規模を増大させることなく第１の超音波ビ
ームと、第２の超音波ビームとが交差した断層像を得る
ことができる。
（２）、第１の超音波ビームで収集された断層像情報
と、第２の超音波ビームで収集された断層像情報と、第
１の超音波ビームと第２の超音波ビームとの交差する位
置での断層像情報とに基づいて、生成手段が断層像を生
成するので、断層像の画質を向上させることができる。
（３）、断層像の画質を向上させることができるので、
複数枚の断層像から生成する３次元像及び表示用の三次
元的二次元像の画質を向上させることができる。
（４）、表示用の画像の画質を向上させることができる
ので、検者の診断効率を向上させることができる。
（５）、検者の診断効率を向上した結果、検査に要する
時間を短縮することができるので、検者及び被検体の負
担を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１の超音波診断装置の概略
構成を説明するための図である。
【図２】実施の形態１の各振動子素子で受波される超音
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波と焦点Ｆとの位置関係を説明するための図である。
【図３】実施の形態１における異なるビーム方向の超音
波ビームの走査で得られた超音波断層像を説明するため
の図である。
【図４】本発明の実施の形態２の超音波診断装置の概略
構成を説明するための図である。
【図５】本願発明の実施の形態３の超音波診断装置の概
略構成を説明するための図である。
【図６】本願発明の実施の形態３の超音波診断装置の概
略構成を説明するための図である。 *

18
*【符号の説明】
１０…振動子素子                    ２０…整相回路
３０…加算器                        ４０…画像処理
部
５０…モニタ                        ７０…スイッチ
アレー
６０…振動子素子のリング状束ねによる口径
６０’…振動子素子のスパースアレー束ねによる口径
８０，８０’…振動子素子の短冊状束ねによる口径

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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